様式第９号の２（第１２条関係）

（業務委託用）

業務委託契約約款
(総則)

第１条　受注者(以下「乙」という。)は、別冊の仕様書及び図面等に基づき、契約金額をもって委託期間内に業務を完了しなければならない。

２　前項の仕様書及び図面等に明記されていないものがあるときは、発注者（以下「甲」という。）と乙が協議して定める。

(工程表等の提出)

第２条　乙は、仕様書及び図面に基づき業務委託費見積明細書及び業務工程表を作成し、契約締結の日から７日以内に甲に提出するものとする。

２　乙は、甲に提出した業務工程表が不適当であると認められ、更正を求められたときは、これに応じなければならない。

(業務の着手)

第3条 乙は、この契約締結の日から７日以内に業務に着手しなければならない。

(技術者の届出)

第４条　乙は、関係法令に規定する技術者を定め、主任技術者届を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止)　

第５条　乙は、委託業務の処理を一括して他の者に委託してはならない。

(業務の調査等)

第６条　甲は、必要と認めるときは、業務の処理状況等について調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。

(仕様書等不適合の場合の修正義務)

第７条　乙は、処理した又は処理中の業務が仕様書又は図面等に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。この場合において、そのために契約金額を増額し、又は履行期間を延長することはできない。

(業務内容の変更等)

第８条　甲は、必要がある場合には業務内容を変更し、業務を一時中止し、又は委託期間の伸縮をすることができる。

２　前項による業務の変更等により、契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出し、又は第２条の規定による業務委託費見積明細書の単価によって算出するものとする。

３　第１項の場合において、乙が著しい損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。

(履行期間の延長)

第９条　乙は、天災その他の不可抗力による理由により完了期限までに業務を完了することができないときは、甲に対し、遅滞なくその理由を付して、履行期日延期申請書を提出しなければならない。

(経済事情の激変等による契約金額の変更)

第10条　委託期間内に経済事情の激変又は予期することができない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調整し、甲乙協議のうえ契約金額を変更することができる。

(管理業務)

第11条　乙は業務着手から完了に至るまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為について全ての責任を負わなければならない。

２　乙は、業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、甲から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責任に帰する理由による場合においては、この限りではない。

(履行遅滞の場合における遅滞違約金)

第12条　乙の責任に帰する理由により委託期間内に業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みのあるときは、甲は、乙に業務の処理を継続させ、完了後に乙から遅滞違約金を徴収するものとする。

２　前項の遅滞違約金は、未済部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づいて率を乗じて計算した額とする。

(検査及び引渡し)

第13条　乙は、業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して業務委託完了届を提出しなければならない。

２　甲は、前項の業務委託完了届の提出のあった日から、10日以内に当該目的物について検査を行わなければならない。

３　前項の検査の結果不合格となり、業務の内容について甲から補正を求められたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行ない、再検査を受けなければならない。

４　乙は、前項の検査に合格したときは、業務の内容が役務の提供である場合を除き、その目的物を甲に引き渡さなければならない。

(契約代金の支払)

第14条　乙は、前条の規定による検査に合格したとき（目的物の引渡しを要求する場合にあっては引渡しを終了したとき）は、所定の手続きに従って契約代金の支払請求を行なうものとする。

２　甲は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に契約代金を支払うものとし、契約保証金がある場合には、還付するものとする。

(一部完了部分の引渡し)

第15条　業務の一部が完了し、かつ可分のものであるときは、甲は当該部分について引渡しを、乙は当該部分に対する業務委託料相当額を請求することができる。

２　前項の場合においては、前２条の規定を準用する。

（引渡した成果物が契約の内容に適合しない（以下「契約不適合」という。）ものである場合の保証）
第16条　乙は、第13条４項の引渡しの後に発見された成果品の契約不適合を甲の指定する期限までに補修するものとする。

２　甲は、前項の契約不適合の補修に代え損害賠償を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第17条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

(甲の解除権)

第18条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1)　業務が工程表のとおり進行せず、委託期間内に業務完了の見込みがないと認めたとき。

(2)　正当な理由なくして、着手期日を過ぎても、業務に着手しないとき。

　(3)　第５条の規定に違反したとき。

(4) 乙又は現場代理人その他使用人が甲の検査又は監督に際し職務の執行を妨げ、又は妨げよ

うとしたとき。

　(5)　乙が、関係法令、条例規則等に違反したとき。

(6)　乙が次のいずれかに該当するとき。

イ　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ　下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト　乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
 (7)　前各号のほか、契約不履行の恐れがあると認められるとき。

 (乙の解除権)

第19条　乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

　(1)　第８条第１項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が３分の２以上減少したとき又は業務の中止期間が履行期間の３分の２以上に達したとき。

　(2)　甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。

（暴力団等による不当介入があった場合の届出義務）
第20条　乙は、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者からこの契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けた場合は、その旨について、甲への報告及び警察への届出を行わなければならない。
    なお、下請業者又は業務関係者（以下「下請業者等」という。）が不当要求行為を受けた場合は、受注者に速やかに報告することを当該下請業者等に指示し、その旨について下請業者等から報告を受けた場合は、甲への報告及び警察への届出を行わなければならない。
 (契約解除した場合の違約金)

第21条　第18条の規定により契約が解除された場合には、甲は、契約金額の10分の１に相当する額の違約金を乙に請求することができる。　

２　前項の場合において、契約保証金があるときは、これを違約金の一部に充当するものとし、乙が甲から支払を受けるべき金額があるときは、これを差し引くことができるものとする。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）
第22条　乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合においては、乙は、甲の請求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負人に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

２　乙が前条の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づく率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

（紛争の解決方法等）
第23条　この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議のうえ調停人を選任し、あっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
２　第１項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申立てを行うことができる。

(秘密の保持)

第24条　乙及びその使用人は業務の処理に際して知り得た秘密を第三者に知らしめ、又は不当な目的に使用してはならない。

（契約外の事項）
第25条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

